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訃報連絡について   

   

 会員本人および会員の配偶者、父母、子が死亡した場合、東部地区会内規 第２８条（慶

弔）２）の規定により、弔電を送らせていただきます。   

下に示した手順で連絡していただく運用とさせていただきます。事務局での作業を正

確かつ効率的に進めるために、会員の皆様のご理解・ご協力の程よろしくお願いいたし

ます。   

   

 

   

以上   


